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平成２６年９月１７日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官 

平成２5年（行ウ）第４８号 不当労働行為救済申立棄却決定取消請求事件 

（口頭弁論終結の日 平成２６年６月１１日） 

判決 

原告           全日本建設運輸連帯労働組合関西地区生コン支部 

被告           大阪府 

同代表者兼処分行政庁   大阪府労働委員会 

被告補助参加人      株式会社ダン生コン 

主文 

１ 原告の請求を棄却する。 

２ 訴訟費用は,参加によって生じた費用も含め,原告の負担とする。 

事実及び理由 

第１ 請求 

   処分行政庁が,大阪府労働委員会平成２２年（不）第７６号及び平成２３

年（不）第１１号併合事件について,平成２４年８月２４日付けでした命令

を取り消す。 

第２ 事案の概要 

   本件は,労働組合である原告が,被告補助参加人（以下「補助参加人」と

いう。）の①原告の組合員の休日の取扱いについて,原告を無視して直接組

合員に通知文書を交付した行為,②これに対する原告の抗議活動を警察に通

報し,出動を要請した行為,③団体交渉を拒否する行為,④原告の組合員２名

に対し,職場離脱を理由として欠勤控除をした行為,⑤従業員全員が原告の

組合員であるセメント・生コンクリート（以下「生コン」という。）輸送業

者に対して発注しない行為及び⑥原告の組合員２名を解雇した行為が,労働

組合法（以下「労組法」という。）７条の不当労働行為に該当すると主張し

て,大阪府労働委員会（以下「府労委」という。）に対し,救済命令の申立て

をしたところ,いずれも棄却する旨の命令（以下「本件命令」という。）を

受けたことから,その取消しを求める事案である。 

１ 前提事実 

  以下の事実は,当事者間に争いがないか,各項の末尾掲記の証拠及び弁論

の全趣旨により容易に認められる事実である。 

⑴ 当事者等 

ア 原告は,生コン産業及び運輸・一般産業の労働者の経済的・社会的地

位向上等を目的とする労働組合である。 

イ 補助参加人は,生コンの製造及び販売等を業とする会社であり,中小

企業等協同組合法に準拠して設立された京都生コンクリート協同組合

（以下「京都協組」という。）に加盟していた。京都協組は,生コンの

共同販売等を目的に設立された協同組合であり,加盟各社に対し生コ

ンの出荷量を割り当て,加盟各社は,京都協組以外の者に対し生コンを

販売してはならない義務を負っていた。 
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ウ Ａ１（以下「Ａ１」という。）は,昭和６１年,補助参加人に正社員と

して入社し,平成２２年当時,技術課課長として生コンの品質管理や設

備管理等の業務を担当していた。Ａ２（以下「Ａ２」という。）は,平

成９年,補助参加人に入社し,平成２２年当時,業務課課長代理として,

傭車の手配や出荷及び配車等の業務を担当していた。両名（以下「Ａ

１ら」という。）は,平成２２年１１月初旬までに,原告に加入した。 

⑵ 本件訴訟に至る経緯 

ア 組合加入通知 

  原告の組合員十数名が,平成２２年１１月１０日,補助参加人を訪れ,

うち４名程度が事務所に入り,同代表者に対し,Ａ１らが,原告に加入

し,ダン生コン分会を結成した旨の労働組合加入通知書,同月１７日ま

でに原告の本部において団体交渉の開催を求める旨の団体交渉申入書

及び原告の各種要求事項を記載した分会要求書を交付した。 

イ Ａ２に対する通知書の交付 

  補助参加人は,平成２２年３月８日,従業員に対し,年度方針管理計

画表及び年度方針管理計画実施表を作成し,技術部門の品質目標とし

て,「従業員でコンクリート主任技士対策の講習などを積極的に受け,

小論文対策を社内・外部で行い,コンクリート主任技士を全員取得す

る」ことを示し,同年１０月１８日にも,「（上記目標を）会社方針上,

徹底すること」と題する書面を社内に掲示した。同年度の「コンクリ

ート技士・同主任技士受験対策講座」（以下「本件講習会」という。）

は,同年７月１０日から同年１１月２０日までの間に全１０回が予定

され,講習日は,全て土曜日であった。補助参加人では,第２及び第４

土曜日が所定休日と定められており,講習日であった平成２２年７月

１０日,同月２４日,同年８月２８日,同年９月１１日,同月２５日,同

年１０月９日,同月２３日,同年１１月１３日が,第２又は第４土曜日

であり,所定休日にあたっていたことから,補助参加人は,上記各講習

日について,それぞれに先立つ所定就労日を振替休日と指定していた。 

  Ａ２は,平成２２年１１月１３日（第２土曜日）に開催される本件講

習会（第９回。以下「１１月１３日の講習会」という。）に参加する

ため,所定就労日であった同月９日を振替休日と指定され,同日に就労

していなかったところ,同月１０日,補助参加人の工場長補佐Ｂ１（以

下「Ｂ１」という。）に対し,「１３日の休みは,公然化した以上,休み

になるんではないですか。社長に聞いて下さい」と質問し,同日の本

件講習会への出席の要否を原告に相談する意向を示し,同月１２日に

も,Ｂ１に対し重ねて同様の質問をした。Ｂ１から報告を受けた補助

参加人代表者は,同日午前８時４３分頃,Ａ２に対し,次の内容の通知

書（以下「本件通知書」という。）を交付した。 

  「平成２２年４月に年度目標として職制を含めた全員で質の向上,

知識,資格重視を目指して取り組んで来たところです。しかも,会社は
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平成２２年１０月１８日にも会社の壁にその旨を貼り出し,重ねて徹

底しているところです。ましてや貴殿は,平成２２年１１月１３日,コ

ンクリート主任技士の資格取得の講習会参加のために１０月９日（注

 １１月９日の誤記である。）を振替休日として,既に不就労にしてい

るにもかかわらず,有給扱いの事後変更を直前に申し出ています。こ

の事実は,全員で確認した会社方針を反古にすることとなり,看過でき

ない。よって,振替休日の事後変更は認めません。また,会社方針の反

古についてはこれまで会社が貴殿に要した費用の弁済の請求もあるこ

とを予告しておきます。」 

  Ａ２は,補助参加人代表者から本件通知書を受け取るや,同代表者に

対し,本件通知書の説明を求めるとともに,１１月１３日の講習会の参

加が強制的なものであるかどうか質問した。これに対し,同代表者は,

本件通知書をよく読むように述べて,上記質問には直接回答しなかっ

た。Ａ２は,直ちに原告に対し,補助参加人から本件通知書を交付され

た事実を報告した。 

ウ 警察への通報 

  原告の組合員４名が,平成２２年１１月１２日午前８時５６分頃,補

助参加人の事務所を訪れ,補助参加人代表者に対し,本件通知書につい

て説明を求めたのに対し,同代表者は,「業務に関する問題であり,説

明する必要はない」と答えて,敷地からの退去を求めた。しかし,原告

の組合員らが退去に応じなかったため,同代表者は,午前９時１９分頃,

警察へ通報して警察官の出動を要請した（以下「本件通報」という。）。 

エ 平成２２年１１月１５日の京都協組会館におけるやりとり 

  補助参加人代表者は,同日午前１０時頃,Ａ１に対し,原告との団体交

渉を同月２９日又は同年１２月３日に長岡京市の産業文化会館におい

て応じる旨の回答書（以下「本件回答書」という。）を交付し,同日の

午後２時から午後３時３０分頃まで,京部市内の京都協組会館４階で

行われた京都協組の理事会に出席した。 

  上記理事会終了後,原告の組合員十数名が,同会館１階において,補

助参加人代表者に対し,同月１７日までに団体交渉に応じるように要

求して,両者は,約１時間にわたり押し問答をして,もみ合いとなった。 

オ 団体交渉拒否の通告 

  補助参加人代表者は，同月１７日,Ａ１に対し,上記エの原告の組合

員らの行為を理由として,本件回答書による団体交渉応諸を撤回する

旨述べて,次の内容の通告書を交付した（以下「本件通告」という。）。 

  「貴労組,組合員らは２０１０年１１月１０日付にて,組合加入書,

団体交渉申入書（要求事項等記職）,分会要求書（要求事項記載）を

持参された。しかも団体交渉申入書,分会要求書の冒頭記載未尾に『円

満解決』云々とされながら,同年同月１０日,１１日,１２日に亘って

数十人（１０日約３０名,１１日約５名,１２日約４０名）が突然来社
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し組合員それぞれが大声を発し抗議と称して,業務を妨善した。又,数

名で,社長を取り囲み,蛮行（突き飛ばす,体当たりをする,顔に唾を吐

きかける等）を加えながら,回答を強要するなど暴力行為を繰り返し

た。また,同年同月１５日に至っては,同社長が生コン協組から退出す

るのを１Ｆロビーにて同生コン協組役員と待ち構え,団体交渉開始の

日時等をすでに分会長に伝えているにもかかわらず,貴労組の指定す

る場所,日時を多数の組合員が大声で『受け入れろ』『１７日までに団

交』『２１日の週に団交』『今話しよう,会議室入れ』等の条件を強要

し,回答拒否するとＡ３を先頭に同会館（建物１Ｆ）内で蛮行に及ん

だ。同社長は,身の危険を感じ逃げようと４Fまで駆け上がると執拗に

追いかけ,壁に突き飛ばし,身体に危害を加えられた。従って,当社と

しては,同年同月１５日付団体交渉の申入を撤回し,これまでの強要蛮

行に対する謝罪文の提出を求めると同時に,二度と同様の行為を行わ

ない旨の誓約書の提出がない限り団体交渉の開催は拒否致します。」 

  これに対し,原告の組合員は,本件通告について話し合うため,補助参

加人の事務所を訪れ,同代表者と面談したが,同代表者の要求である謝

罪文や誓約書の提出を拒否し,団体交渉が実施されない状態が続いた。 

カ １回目の救済申立て 

  原告は,平成２２年１１月２５日,処分行政庁に対し,補助参加人の本

件通知書の交付行為,本件通報及び本件通告が労組法７条２号,３号の

不当労働行為（団体交渉拒否,支配介入）に当たると主張して,救済申

立て（府労委平成２２年（不）第７６号。以下,後記コの２回目の救

済申立て（府労委平成２３年（不）第１１号）と併せて「本件各救済

申立て」という。）を行った。原告が求めた救済内容は,次のとおりで

ある。 

(ア) 補助参加人は,原告の組合員の労働条件に関わる事項について,こ

とさらに原告を無視して,原告の組合員に通知するなどして,支配介

入してはならない。 

(イ) 補助参加人は,原告の労働組合としての活動について,警察に対し

て取締りや取調べを要請するなどして,支配介入してはならない。 

(ウ ) 補助参加人は,平成２２年１１月１０日付け団体交渉申入書及び

分会要求書記載の団体交渉に関して,原告との間で,誠実に団体交渉

しなければならない。 

(エ) 補助参加人は,命令受領後直ちに,正面入口付近の見やすい場所に,

本件通知書の交付,本件通報,本件通告が不当労働行為に当たること

を認めてこれを陳謝する内容の謝罪文を２週間掲示しなければなら

ない。 

キ 補助参加人の操業停止 

  平成１０年３月３０日,京都協組加盟各社の生コン運搬の効率化を図

るため,京都協組の意向の下,株式会社ベスト・スタッフ（以下「ベス
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ト・スタッフ」という。）が設立された。加盟各社は,自社保有のミキ

サー車では足りないとき,ベスト・スタッフに傭車を発注し,同社が,

有限会社ベスト・ライナー（以下「ベスト・ライナー」という。）,株

式会社集栄（以下「集栄」という。）,丸生運輸株式会社,関西リード

工業,登興産等の複数の輸送業者に注文を割り振り,各輸送業者におい

て生コン車を加盟各社に派遺していた。しかし,平成２０年５月にベ

スト・スタッフが活動停止した以降,加盟各社は,上記各輸送業者に直

接発注するようになった。補助参加人は,集栄との間で生コン運搬に

関する保障契約（補助参加人が,出荷の有無にかかわらず,一定台数に

ついて最低保障金を支払う代わりに,集栄が,運送代金を割り引く内容

の契約）を締結して,優先的に同社に傭車を発注した。 

  京都協組の参事Ｃ１らが,平成２２年１１月２４日,補助参加人代表

者に対し,優先的にベスト・ライナーに発注するように求めたが,補助

参加人は,集栄との上記契約を理由にこれに難色を示した。そのため,

京都協組は,補助参加人に対し,同月２５日から生コン出荷を無期限停

止させる措置をとった（以下「本件出荷停止措置」という。）。その結

果,補助参加人は,操業停止に追い込まれた。 

  補助参加人は,同月２６日,全従業員に対し,補助参加人が,京都協組

の本件出荷停止措置の結果,当面の間,営業することが不可能であると

判断し,同月２９日から労働基準法２６条に基づく休業とし,平均賃金

の６割に当たる休業手当を支給する旨通知した。 

ク 欠勤控除 

  補助参加人は,平成２２年１１月２８日,Ａ１に対しては２４８４円,

Ａ２に対しては２２７３円の欠勤控除をした賃金を支給し（以下「本

件欠勤控除」という。）,翌日,Ａ１らに対し,同月１０日及び１２日に

少なくとも合計５０分を超える業務離脱をしたことを理由に欠勤控除

した旨の書面を交付した。 

  なお,補助参加人は,本件各救済申立てにおいては,Ａ１らの業務離脱

時間について,録音・録画より,Ａ１は６８分以上,Ａ２は１０３分以

上確認できたと主張した。 

ケ 解雇 

  補助参加人は,京都協組に対し,平成２２年１１月３０日到達の内容

証明郵便をもって,本件出荷停止措置の理由を明らかにするように求

めたが,京都協組はこれに回答しなかった。そこで,補助参加人は,Ａ

１らを含む全従業員５名に対し,同年１２月１４日到達の内容証明郵

便をもって,「京都協組の出荷停止処分が解除され,正常なシェア割決

に伴う出荷業務の見通しが確認出来る状態になれば,再雇用について

各位に通知又は連絡致します」として,解雇する旨の通知をした（以

下「本件解雇」という。）。 

コ ２回目の救済申立て 
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  原告は,平成２３年２月４日,府労委に対し,補助参加人の本件欠勤控

除,ベスト・ライナーに輸送業務を発注しない行為及び本件解雇が労

組法７条１号,３号の不当労働行為（不利益取扱い,支配介入）に当た

ると主張して,不当労働行為救済申立て（府労委平成２３年（不）第

１１号）を行った。原告が求めた救済内容は,次のとおりである。 

(ア) 補助参加人は,その業務にあたって,自社のミキサー車以外のミキ

サー車を必要とする際には,ベスト・ライナーに対し,同社の運転手

が原告に所属するかどうかによって差別することなく,優先的に生

コン輸送業務を発注しなければならない。 

(イ ) 補助参加人は,Ａ１らに対する本件解雇はなかったものとして扱

え。 

(ウ ) 補助参加人は,Ａ１らに対し,本件欠勤控除額をそれぞれ支払え。 

(エ) 補助参加人は,命令受領後直ちに,正面入口付近の見やすい場所に,

本件欠勤控除,ベスト・ライナーに対して輸送業務を発注しない行

為,本件解雇が不当労働行為に当たることを認めてこれを陳謝する

内容の謝罪文を２週間掲示しなければならない。 

サ 補助参加人の仮処分申立てなど 

  補助参加人は,平成２３年１月１９日,京都地方裁判所に対し,京都協

組を債務者として,出荷停止解除を求める仮処分の申立てを行った（同

裁判所平成２３年(ヨ)第１４号。以下,この事件を「本件仮処分事件」

という。）。同事件は,京都地方裁判所において申立てが却下され,補助

参加人が大阪高等裁判所に即時抗告したが,同年１０月１１日,即時抗

告は棄却された。なお,補助参加人は,本件仮処分事件に先立つ平成２

２年１１月２６日付けで,同裁判所に対し,京都協組を被告として,本

件出荷停止措置が,補助参加人と京都協組の合意に基づく補助参加人

の生コン出荷割当権を侵害するとして,損害賠償請求訴訟を提起した

（同裁判所平成２２年(ワ)第４５９４号。以下「本件損害賠償請求事件」

という。）。 

シ 補助参加人の操業再開 

  補助参加人は,本件仮処分事件の結果を受けて,京都協組から脱退し,

独自に営業活動を行っていくことに決め,平成２３年１０月１７日,Ａ

１らを含む元従業員５名に対し,公共職業安定所を通じて有期雇用の

従業員を募集する旨通知するので,雇用を希望する者は公共職業安定

所を通じて応募するように連絡するとともに,同月１４日,京都協組に

対し,脱退通知を送付し,その後間もなくして,操業を再開した。ただ,

上記募集人数は２名に止まり,賃金額も元従業員のそれと比較して大

幅に低下したものであり,Ａ１らは,補助参加人において本件解雇を撤

回すべきであるとして上記応募をしなかった。 

ス 本件各救済申立ての棄却及び本訴提起 

  処分行政庁は,本件各申立てを併合して審理し,平成２４年８月２４
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日,本件各救済申立てをいずれも棄却する旨の命令をした。原告は,平

成２５年２月２２日,本件訴訟を提起した。 

⑶ Ａ１ら及び原告の補助参加人に対する民事訴訟（以下「別件訴訟」と

いう。） 

  ①Ａ１らが,補助参加人を被告として,主位的に本件解雇が無効である

と主張して,労働契約上の権利を有する地位の確認及び解雇日以降の賃金

の支払を求め,予備的に本件解雇が不当労働行為に当たると主張して,不

法行為に基づき賃金相当額の損害賠償を求める訴訟を,②Ａ１らが,補助

参加人の代表者及び同取締役２名を被告として,不当労働行為意思に基づ

いて本件解雇を行ったと主張して,不法行為に基づき賃金相当額の損害賠

償を求める訴訟を,③原告が,補助参加人を被告として,団体交渉拒否や本

件解雇が不当労働行為に当たると主張して,不法行為に基づく損害賠償を

求める訴訟を併せて京都地方裁判所に提起したが（同裁判所平成２３年(ワ)

第３３８号）,同裁判所は,平成２４年１０月３０日,各請求をいずれも棄

却する判決を言い渡した。これに対し,Ａ１ら及び原告は,大阪高等裁判

所に控訴を提起したが（同裁判所平成２４年(ネ)第３４４７号）,同裁判

所は,平成２５年７月３０日,各控訴をいずれも棄却する判決を言い渡し

た。さらに,Ａ１ら及び原告は,最高裁判所に上告受理申立てを行ったが

（同裁判所平成２５年（受）第２２６９号）,同裁判所は,同年１２月６

日,上告不受理決定をし,上記一審判決が確定した。 

２ 争点及び争点に対する当事者の主張 

⑴ 本件通知書の交付が支配介入に当たるか 

  （原告の主張） 

  Ａ２は,平成２２年１１月１０日及び同月１２日,Ｂ１に対し,同月１３

日の取扱いと同日の講習会への参加が強制なのかどうかを尋ねたにすぎ

ず,「有給扱いの事後変更」を申し出たものではない。しかるに,補助参

加人代表者は,Ａ２に対し,同人の質問には全く答えず,また,Ｂ１から,

Ａ２が原告に相談する意向であることを聞いていたにもかかわらず,Ａ２

に対し,原告に相談する暇を与えず,ことさらに原告を無視して,本件通知

書を交付したものである。これは,原告の組合員に対し,あえて原告の存

在を無視していることを示して,心理的動揺を与えようとする支配介入で

ある。 

  なお,補助参加人代表者がＡ２に対し原告の存在を無視する姿勢を示そ

うとしていたことは,同代表者が,Ｂ１に対し,「越権行為っていうか,れ

ん,えーと,意味も分かってない,みたいですね。あのー,会社方針と業務

指示を,それを受けるんじゃなくて,他の,判断,自分の判断やそっちの判

断に任すっていうことですよね」と述べたり,Ａ２に対し,「指揮命令系

統何で連帯にあるんですか」と述べたりしていることから明らかである。 

  なお,補助参加人においては,理由・趣旨を従業員に明らかにすること

なく,一方的に休日が指示されており,そもそも,Ａ２が同年１１月９日を
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振替休日と認識することは困難であった。 

  （被告の主張） 

  争う。 

  （補助参加人の主張） 

  争う。Ａ２は,１１月１３日の講習会を受講するため,勤務日である同

月９日に振替休日を取得して就労していなかったところ,同月１０日,Ｂ

１に対し,同月９日を有給休暇とするよう申し入れた。補助参加人は,同

申入れが,従業員全員で確認した補助参加人の方針に反するものであるこ

とから,Ａ２に対し,本件通知書を手渡し,その旨説明した。このように,

本件通知書の交付は,業務上の指示ないし連絡であり,補助参加人がこと

さらに原告を無視して組合員に直接働きかけ,心理的動揺を与えるという

支配介入ではない。 

⑵ 本件通報が支配介入に当たるか 

  （原告の主張） 

  補助参加人代表者は,原告の組合員が補助参加人の事務所を訪れてから

わずか３０分ほどで警察へ通報しているところ,原告の組合員らは,第２

土曜日の取扱いと本件通知書の趣旨について平穏に問い質しているにす

ぎず,その来訪の態様は,平穏なものであり,違法行為のおそれもなかった。

このように,直ちに警察を導入するほどの事情がないにもかかわらず,原

告の組合員らの質問や申入れに全く対応することなく,警察に通報した補

助参加人代表者の行為は,原告の団体行動を不当に制約しようとする支配

介入である。 

  （被告の主張） 

  争う。 

  （補助参加人の主張） 

  補助参加人代表者は,平成２２年１１月１２日午前８時４２分頃,Ａ２

に対して本件通知書を交付し,有給休暇への事後変更を認めないと話した

ところ,原告の組合員４名が,同日午前８時５４分頃,事前連絡なく補助参

加人の事務所に来て,本件通知書についての説明を要求し,補助参加人代

表者の説明に納得せず,「説明がないと帰れない」などと大声を上げて居

座った。これにより業務に支障が生じ始めたため,同代表者は,午前９時

２０分頃,警察に通報して出動を要請した。このように,原告の組合員ら

の行動は,不退去罪や業務妨害罪に該当する違法行為であり,労働組合の

団体行動権の行使として認められる範囲を逸脱しているところ,補助参加

人代表者は,これに対する救助を求めるために警察に通報したのであり,

このような警察への通報行為は,原告の団体行動を不当に制約する支配介

入ではない。 

⑶ 本件通告が正当な理由のない団体交渉拒否に当たるか 

  （原告の主張） 

  補助参加人は,平成２２年１１月１５日,原告の組合員らに暴行を受け
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たことを理由として団体交渉を拒否しているが,補助参加人が主張する同

日のやり取りの内容は,およそ事実に反し,これを謝罪しない限り一切の

団体交渉を拒否するという態度には,正当な理由はない。 

  補助参加人代表者の主張ないし供述は,次のとおり変遷しており,信用

性に乏しい。すなわち,同代表者は,原告の組合員らに暴行を受けて傷害

を負ったと主張しているが,まず,暴行の現場について,本件通告の際は,

京都協組会館４階のトイレとしていたにもかかわらず,府労委の審理にお

いて,同会館２階のトイレへと主張を変更し,次いで上記暴行の態様につ

いても,府労委に提出した答弁書においては,「被申立人（注 補助参加

人）代表者と申立人（注 原告）組合員とで個室のドアの押し合いにな

ったが,申立人（注 原告）組合員が扉に体当たりし,そのはずみで,被申

立人（注 補助参加人）代表者は,跳ね飛ばされて後方のコンクリートの

壁で後頭部を激しく打ち付けた」と主張していたにもかかわらず,審問に

おいては,「窓ガラスに叩きつけられたり,トイレで倒されたり」と供述

し,内容が明らかに変遷している。このように,同代表者の供述の信用性

が乏しいために,同代表者に告訴された原告の組合員らは,不起訴となっ

た。 

  （被告の主張） 

  争う。 

  （補助参加人の主張） 

  原告の執行委員らは,平成２２年１１月１０日,補助参加人の事務所を

訪れ,同代表者に対し,約３０分間にわたり,労働組合加入通知書,団体交

渉申入書及び分会要求書を示しながら,「聞けや,コラ！」,「回答がある

まで帰らない」,「警察でも呼べ！」などと大声を上げた。 

  さらに,補助参加人代表者は,同月１５日午後３時３０分頃,京都協組会

館４階で行われた理事会が終了して１階に降りたところ,原告の組合員ら

が多数集合しており,同組合員らは,同代表者を取り囲み,「平成２２年１

１月１７日までに団体交渉をせよ。どこへ行くねんや！」,「１１月１７

日までにできない理由は何や？」,「動くな言うとるやろ。コラ！」など

と口々に叫び,「Ｃ２さん（京都協組の理事）部屋貸して。はよせえや！

入れや！」などと大声を上げて,同代表者の左上腕を掴み,会館の部屋に

引きずり込んで,その場で団体交渉を行おうとした。同代表者は,身の危

険を感じ,原告の組合員らに取り囲まれて４０分ほどした頃,同人らの間

をくぐり抜けるようにして階段を駆け上がったが,同人らに追跡され,２

階のトイレ付近に追い詰められた。同代表者は,トイレの個室に逃げ込み,

中から鍵をかけようとしたが,原告の組合員が個室の扉に体当たりしたた

め,跳ね飛ばされて,後方のコンクリート壁に後頭部を激しく打ち付け,

１週間の通院加療を要する頭部外傷,頸椎捻挫の傷害を負った。 

  補助参加人は,このような状態では原告との団体交渉を安全に行うこと

はできないと考え,本件通告を行ったものである。同月１０日以降の原告
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の組合員らの行動に照らすと,団体交渉の席上での原告の組合員らによる

暴力行為や,補助参加人代表者らの身の危険が予想され,このような状況

の下で,補助参加人が団体交渉を拒否することには正当な理由がある。 

⑷ 本件欠勤控除が不利益取扱いに当たるか 

  （原告の主張） 

  本件欠勤控除は,実際に業務離脱があったから行われたものではなく,

平成２２年１１月１０日及び同月１２日の原告の行動に対する報復とし

て行われた,労働組合員であることを理由とする不利益取扱いである。同

月１２日におけるＡ１らの業務離脱の事実は判然としない。また,現場に

おいて,補助参加人代表者は,Ａ１らに対し,職務専念義務があるという発

言はしているものの,具体的に業務離脱を注意して業務に戻るよう指示し

てはいない。さらに,Ａ２は,同日,同代表者に対し,組合活動というより

第２土曜日の取扱いについての説明を求めているにすぎない。補助参加

人は,本件欠勤控除の際,Ａ１らについて,同月１０日及び同月１２日に少

なくとも合計５０分を超える業務離脱があったとしていたにもかかわら

ず,府労委の審理においては,同月１２日に,Ａ１について６８分以上,Ａ

２について１０３分以上の業務離脱があったと述べて,その主張を変遷さ

せていることからしても,本件欠勤控除は,実際に業務離脱があったから

行われたものではなく,上記報復として行われたものといえる。 

  （被告の主張） 

  争う。 

  （補助参加人の主張） 

  Ａ１らは,平成２２年１１月１２日,原告の組合員らと行動をともにし,

補助参加人代表者が就業時間中であることを指摘して業務に専念するよ

う促したにもかかわらず,業務離脱をした。Ａ１については少なくとも合

計５８分間の,Ａ２については少なくとも合計９１分間の業務離脱がある。

補助参加人は,上記業務離脱時間における不就労の事実に照らして欠勤控

除を行ったのであり,原告の行動に対する報復措置ないし労働組合員であ

ることを理由とする不利益取扱いではない。 

⑸ 補助参加人がベスト・ライナーに生コン輸送を発注しない行為が,不利

益取扱いや支配介入に当たるか 

  （原告の主張） 

ア ベスト・ライナーは,京都協組が加盟各社の生コンを共同輸送するた

めに設立した会社であり,京都協組の加盟各社が唯一の取引先であり,

加盟各社の指示に従って配車していた。したがって,加盟企業である

補助参加人から原告の組合員を外して配車するように指示されれば,

それに従うしかなかった。そして,ベスト・ライナーに雇用されてい

るミキサー車の運転手は,加盟各社の作業秩序に完全に組み込まれ,加

盟各社の従業員と共同して生コンの運搬作業に従事し,作業の日時・

場所・内容を詳細に至るまで加盟各社に決定されている。したがって,
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京都協組の加盟各社である補助参加人は,ベスト・ライナーに雇用さ

れている運転手との間でも,労組法７条の使用者に当たる。 

  なお,ベスト・ライナーからの配車は形式的にはベスト・スタッフを

介して行われていたが,ベスト・スタッフは実態のない書類上だけの

企業である。 

イ ベスト・ライナーにおいて,最初に運転手の原告加入が公然化された

のは,平成１４年１０月１５日であったが,それ以降,補助参加人は,同

社に対し,嫌悪する原告の組合員を避けて配車するように求めた。平

成２０年７月５日には,同社の運転手は,全員が原告の組合員となった

が,それと同時に,補助参加人は,同社に傭車を発注しなくなった。そ

して,同社への発注が減れば,その分だけ売上高も減り,同社の運転手

の賃金にも影響することから,補助参加人が,同社に対し,原告の組合

員の存在を嫌悪して傭車を発注しないことは,原告の組合員に対する

不利益取扱いに当たると同時に,原告の組合活動に対する支配介入に

当たる。 

  （被告の主張） 

  争う。 

  （補助参加人の主張） 

ア 補助参加人は,他の京都協組加盟各社と同様,生コンを打設する物件

（現場）,日時,場所,注意事項,工程等について,京都協組から受けた

指示を傭車運転手に伝達していたにすぎず,運転手を決定するのはベ

スト・スタッフから受注した各輸送業者である。したがって,補助参

加人は,ベスト・ライナーの従業員の人員配置,作業の日時,場所,内容,

使用車両等の決定に関与しておらず,ベスト・ライナーの従業員の労

働条件を支配,決定していない。したがって,補助参加人は,同社の従

業員である原告の組合員との関係で,労組法７条にいう使用者には当

たらない。 

イ 京都協組の加盟各社が傭車を発注していた相手は,ベスト・スタッフ

であり,ベスト・ライナーではない。ベスト・スタッフは,加盟各社か

ら注文を受けた輸送業務を,ベスト・ライナーを含む複数の輸送業者

に割り振る方法で履行していた。運転手と使用車両を決定するのは,

各輸送業者であり,加盟各社の意思が反映される余地はない。京都協

組は,加盟各社に対し,生コン輸送を発注する輸送業者を指定する権限

はない。補助参加人は,平成１７年頃から平成２０年頃,ベスト・スタ

ッフに対し傭車を発注し,その下請としてベスト・ライナーが運搬を

行う日もあったが,補助参加人とベスト・ライナーが直接契約を締結

したことはない。したがって,補助参加人が,原告の存在を嫌悪してベ

スト・ライナーとの契約を断ったことはない。 

  また,そもそも,生コンの製造販売会社がどの輸送業者に生コン輸送

を発注するかは,当該会社の自由であり,経営判断に属する事項である。 
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⑹ 本件解雇が不利益取扱いに当たるか 

  （原告の主張） 

  本件解雇は,以下のとおり,補助参加人代表者が,原告を嫌悪し,本件出

荷停止措置を奇貨として,休業開始からわずか２週間後に,原告の組合員

であるＡ１らを排除するために行ったものであって,解雇権の濫用であり,

労組法７条１号の不当労働行為（不利益取扱い）に当たる。 

ア 本件解雇は,京都協組による本件出荷停止措置を原因とするものであ

るところ,同措置は,補助参加人が原告を嫌悪してベスト・ライナーに

傭車を発注しなかったことが原因であるから,補助参加人は,ベスト・

ライナーに傭車を発注することによって,京都協組から本件出荷停止

措置の解除を受けて,操業を再開することが可能であったのであり,ベ

スト・ライナーに傭車を発注しないという経営判断は,合理的ではな

い。さらに,補助参加人は,上記の選択をしない場合でも,京都協組を

脱退して独自に営業することにより,本件解雇を避けることができた。 

  また,補助参加人は,本件出荷停止措置を受けても,本件仮処分事件

や本件損害賠償請求事件を提起してそれを争う一方で,全従業員に休

業による自宅待機を通知した上,その後特段の事情の変化がないのに

わずか２週間で本件解雇を行い,その際,出荷業務の見通しが確認でき

る状態になれば,再雇用について従業員に連絡すると約束していたに

もかかわらず,それを行わなかった。 

イ しかも,生コン製造業者は,日本工業規格（以下「ＪＩＳ」という。）

に適合する旨の認証を得なければ,事実上営業不可能であり,また,全

国生コン品質管理監査会議の定める判定基準に適合していると判断さ

れた工場に対して交付される識別標章である㊜マークを得なければ,

公共工事に参入する機会を失う。そして,Ａ１は,ＪＩＳマーク及び㊜

マークを取得する際に必要とされる品質管理責任者であること,Ａ２

が㊜マークで必要とされる品質管理者の代理者であることから,補助

参加人が生コン製造業者として存続するためには,Ａ１らを解雇して

はならなかった。 

  ところが,補助参加人は,Ａ１らを解雇し,平成２３年３月１９日,同

代表者の縁故によりＪＩＳマーク及び㊜マークを取得する際に必要と

される有資格者を新たに雇用し,その後,京都協組を脱退して操業を再

開している。 

ウ 以上によれば,補助参加人においては,Ａ１らが原告に加入し,平成２

２年１１月１０日から１５日の原告の蛮行があり,それについて謝罪

を求めても応じなかったことから,原告に対する嫌悪の情が極限に達

していたところ,本件解雇時に従業員全員を入れ替えた上で操業を再

開する意図を有していたとしか考えられない。つまり,これは,本件出

荷停止措置を奇貨として,原告の組合員を排除するとともに,組合嫌悪

の意思を隠蔽するために,従業員全員を解雇したものである。 
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エ 補助参加人は,当面操業し得なかったとしても,希望退職を募り,賃金

を減額し,可能な範囲で雇用調整助成金を利用するなどの手段を用い

れば,Ａ１らの雇用を継続することは可能であった。実際,本件解雇後,

全く生コン輸送を行っていない集栄に毎月１２０万円の支払を続けて

いた。 

オ 補助参加人は,本件解雇に先立って,従業員に対し,本件解雇に関する

説明や協議を行わなかった。 

  （被告の主張） 

  争う。 

  （補助参加人の主張） 

ア 補助参加人は,平成２２年１１月２４日,京都協組から本件出荷停止

措置を通告され,同月２５日から全面的な操業停止の状態に陥った。

そして,補助参加人は,平成２０年度以降,業績の悪化に伴い毎年欠損

金を生じ,これが累積して,平成２２年度には,６０００万円を上回る

欠損金を翌年に繰越控除する税務申告を余儀なくされ,１億７９３７

万円の借入金,９７００万円余の買掛債務を負担する状態に至ってお

り,本件出荷停止措置が解除される見通しがない中で,５名の従業員に

対し休業手当（月額１１７万６４３０円）を支払い続けることはでき

なかった。このように,本件解雇は,補助参加人の経営悪化と全面的な

操業停止の中で行われたやむを得ない措置であり,Ａ１らの排除を狙

ったものではない。 

  なお,補助参加人は,平成２３年１０月,操業を再開するにあたり,Ａ

１らを含む元従業員５名に対し,公共職業安定所を通じて求人募集す

る旨通知している。 

イ 補助参加人に対するＪＩＳ認証は,品質管理責任者をＡ１から補助参

加人代表者へ変更することにより継続されている。また,㊜マークの

使用承認には,２名のコンクリート主任技士又はコンクリート技士が

必要とされるところ,補助参加人は,同代表者がコンクリート主任技士

資格を有しており,また,コンクリート技士の資格を有している者との

間で,業務再開があり次第,労働契約を締結する合意を締結していたの

で,㊜マークの使用承認に支障はなかった（ただし,補助参加人は,平

成２３年度の㊜マークの使用承認を不当に取り消された。）。 

ウ 京都協組からは,本件出荷停止措置の理由も示されなかったのである

から,ベスト・ライナーに傭車を発注しさえすれば,同措置が容易に解

除されたであろうとはいえない。 

第３ 当裁判所の判断 

１ 争点⑴（本件通知書の交付が支配介入に当たるか）について 

 ⑴ 認定事実 

   前提事実⑵イ,証拠及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。 

ア Ａ２は,所定休日であった平成２２年７月１０日,同月２４日,同年８
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月２８日,同年９月１１日,同月２５日,同年１０月９日,同月２３日に

開催された本件講習会に出席したが,補助参加人によって,予めそれぞ

れに先立つ所定就労日を振替休日と指定され,その指定日には就労し

ていなかった。 

イ Ａ２は,平成２２年１１月１０日,Ｂ１に対し,「（同月）１３日の休

みは,公然化した以上,休みになるんではないですか。社長に聞いて下

さい」と質問し,同日の講習会への出席の要否を原告に相談する意向

を示し,同月１２日にも重ねて同様の質問をした。そして,Ｂ１が,補

助参加人代表者に対し,「Ａ２が組合に第２土曜日そういうふうに行

っていいかをちょっと聞くって言うてます」と報告したところ,同代

表者は,Ｂ１に対し,「越権行為っていうか,れん,えーと,意味も分か

ってない,みたいですね。あのー,会社方針と業務指示を,それを受け

るんじゃなくて,他の,判断,自分の判断やそっちの判断に任すってい

うことですよね」,「業務指示,あ,『はい』じゃなくて,他に判断決め

て。どこの会社に勤めてるんですか。以前からそういうこと,法律分

かってなかったですけどね」などと述べて,Ａ２には自らが対応する

旨指示し,同日の午前８時４３分頃,Ａ２に対し,本件通知書を交付し

た。 

ウ 本件通知書を受領したＡ２は,その内容について補助参加人代表者に

説明を求め,「行かへんとはいっこもいうてないですけどね。強制で

すかってこと僕は聞いたんです」,「用事があるときは休んでいいと。

例えば家の用事があるとかいうことは休んでいいと,いうことは聞い

てましたんで。だからその上で,そういうこと言わはるんやったら強

制ですかってこと言うたんです」と述べた。同代表者が,「よう読ん

でください。振替のことも書いてますよ」と述べると,Ａ２は,「振替

やったら,当日有給出したらそれで有効やと思いますわ」,「そやった

らあくまでも強制ってことですね」,「私に言わんと,そういうことは

組合を通してくださいということ」などと述べた。これに対し,同代

表者は,「指揮命令系統何で連帯にあるんですか。何を言っているん

ですか」と述べた。 

⑵ 判断 

ア 前提事実⑵イによれば,補助参加人においては,コンクリート主任技

士を全員取得することが技術部門の品質目標とされ,本件講習会への

出席は,業務として行われていた。そして,本件講習会は,所定休日で

あった第２及び第４土曜日に実施されることが多く,その場合,補助参

加人は,その前の所定就労日を振替休日として指定していた。 

  この点について,原告は,補助参加人が説明することなく休日を指定

するので,Ａ２は平成２２年１１月９日が同月１３日の振替休日であ

ったとは認識していなかった旨主張し,Ａ２もその旨の供述をしてい

る。しかしながら,前提事実⑵イによれば,Ａ２は,それまでにも,同年
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７月１０日,同月２４日,同年８月２８日,同年９月１１日,同月２５日,

同年１０月９日,同月２３日の各講習日について,振替休日を指定され,

これらの振替休日に就労していなかったのであるから,同年１１月の

所定就労日である９日に出勤していない以上,それが出席を命じられ

た本件講習会が行われる所定休日である同月１３日の振替休日である

ことをも当然認識していたと推認できるのであって,この推認を左右

するような証拠は見出せない。よって,原告の上記主張を採用するこ

とはできない。 

  そして,Ａ２が,Ｂ１に対し,「１３日の休みは,公然化した以上,休み

になるんではないですか。社長に聞いて下さい」と質問し,同日の本

件講習会への出席の要否を原告に相談する意向を示したことに加えて,

本件通知書の内容に鑑みれば,本件通知書の交付は,補助参加人代表者

において,Ａ２が,原告への加入を公然化したことを契機として,コン

クリート主任技士の資格を全員で取得するという補助参加人の方針に

反し,１１月１３日の講習会を欠席しようとしていると認識し,このよ

うな同人の態度を注意し,本件講習会の欠席が業務命令違反になるこ

とを警告したものと認められる。 

  そうすると,補助参加人代表者がＡ２に対し本件通知書を交付した行

為は,労働契約上の指揮命令権に基づき行われたものであるといえる

から,原告に対し事前に通知したり,Ａ２に対し原告に相談する機会を

与えなければならないものではない。そうすると,同代表者の上記行

為は,ことさらに原告の存在を無視したものと評価することはできな

い。 

イ これに対し,原告は,補助参加人代表者が,Ａ２に対し,「指揮命令系

統何で連帯にあるんですか」と発言していることなどから,Ａ２に対

し原告の存在を無視する姿勢を示そうとしていたことは明らかである

と主張する。 

  確かに,同代表者が,Ａ２が原告に加入していたことを意識していた

ことは認められるが,労働契約上,Ａ２に対する指揮命令権が補助参加

人にあるという当然のことを述べているにすぎず,原告の存在を無視

する姿勢を示そうとしたものとまで評価することはできない。 

ウ なお,認定事実イによれば,Ａ２は,必ずしも１１月１３日の講習会に

欠席するとまでは断言しておらず,また,本件講習会が予定されていた

同日について,休日が振り替えられていても有給休暇を申請すれば休

むことができることを言及したにすぎず,振替休日の事後的変更を申

し出たものとは認められないから,本件通知書には,前提事実の一部に

ついて事実誤認があるといえる。しかしながら,Ａ２においても,Ｂ１

に対し,「１３日の休みは,公然化した以上,休みになるんではないで

すか」などと述べて,原告への加入の公然化を理由として１１月１３

日の講習会の欠席を示唆し,同講習会の重要性についての認識を疑わ
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せるような発言をしていることからすれば,補助参加人代表者がＡ２

に対しこのような態度を注意することは,経営者として当然のことで

あり,同代表者の上記の事実誤認は,上記アの認定を左右するものでは

ない。 

エ よって,本件通知書の交付は,労組法７条３号の不当労働行為（支配

介入）に当たるとはいえない。 

２ 争点⑵（本件通報が支配介入に当たるか）について 

⑴ 認定事実 

  前提事実⑵イ,証拠及び弁論の全趣旨によれば,前記１で認定した事実

の後,本件通報がなされた平成２２年１１月１２日の事実経過について,

次の事実が認められる。 

ア 前記１の認定事実ウのとおり,補助参加人代表者から本件通知書の交

付を受けたＡ２は,同代表者に対し,本件通知書の説明を求めるととも

に,１１月１３日の講習会の参加が強制的なものであるかどうか質問

したものの,同代表者は,本件通知書をよく読むように述べて,上記質

問には直接回答しなかったため,Ａ２は原告に携帯電話で連絡し,それ

を受けて,原告の組合員４名が,補助参加人の事務所を訪れ,Ａ２から

本件通知書について説明を受けた。 

イ そして,午前８時５６分頃,Ａ２を含む原告の組合員らは,事前連絡を

することなく,補助参加人代表者との面談を求めて,同代表者がいた上

記事務所２階の事務室兼応接室に立ち入り,同代表者に対し,写真撮影

を行いながら,本件通知書について「組合に通せ言うたやろ」などと

述べた。これに対し,同代表者は,会社の敷地内に勝手に入らないよう

に注意し,氏名を確認するとともに,写真撮影をやめるように述べ,さ

らに,話合いについては,今は就業時間中であり,多忙のため,おって団

体交渉の場を設けて冷静に話をしたい,また,本件通知書は業務指示の

問題であり,労働条件の変更には一切関係がないと述べて,会社の敷地

から退去するように繰り返し要求したが,原告の組合員らは,氏名を明

らかにしないまま,本件通知書を読み上げるなどして,前記１の認定事

実ウのとおり,その内容が事実と異なると主張して,それについての説

明を求め,説明がないと帰れない,逃げるな,本件通知書の交付は組合

員に対する個人攻擊で,原告を通さなかったことは不当労働行為であ

る,それをそのままにして,おって団体交渉をするというのは納得でき

ない,それならば,この場で本件通知書を破棄しろ,そうすれば帰るな

どと,同通知書を置いた机を叩いたり,口々に発言を繰り返して,やり

とりが平行線になっていることを認めつつも,同代表者の要請に従っ

て退去せず,同じ主張を繰り返して押し問答を続けた。 

ウ 午前９時１９分頃,補助参加人代表者は,警察へ通報して警察官の出

動を要請し,午前９時３７分頃,到着した警察官の面前で,原告の組合

員らに対し退去を要求した。原告の組合員らは,いったん事務所から



- 17 - 

退出したものの,敷地内に留まり,原告の本部に,警察官が来た旨を電

話で報告した。これを受け,更に原告の組合員８名が補助参加人を訪

れ,正午前頃,原告の組合員らは,再び事務所に入ろうとして,それを阻

止するため同代表者が閉めようとする引き戸を力づくで開けて入った

上で,同代表者に対し,怒鳴るなどしながら本件通知書の交付や警察へ

の通報が不当労働行為であるとして謝罪を要求し,これを拒否し,退去

やＡ２に対して業務への復帰を求める同代表者との間で押し問答とな

った。そして,同代表者が,午後２時１５分頃,再度警察へ通報したこ

とにより,さらに約２０名の警察官が出動してきた。原告の組合員ら

は,事務所から退出したものの,なおも敷地内に留まって警察官と対峙

し,午後４時過ぎ,補助参加人の敷地から退去した。 

⑵ 判断 

ア まず,原告の組合員らが,補助参加人代表者に対し,本件通知書の交付

について不当労働行為であると主張して,説明を求めたり,抗議を行っ

た行為の正当性について検討する。 

  この点,団体交渉の開始に当たっては,交渉の当事者,担当者及び交渉

事項が明確にされることが最低限必要であると解されるところ,認定

事実イのとおり,原告の組合員らは,補助参加人代表者から氏名を尋ね

られても回答を拒否している。 

  しかも,団体交渉の日時・場所・時間の設定においては,当事者の交

渉によって決定されるべきところ,認定事実のとおり,原告の組合員ら

は,補助参加人の従業員でないにもかかわらず,事前の連絡もないまま,

補助参加人の就業中に多数で補助参加人の敷地内に無断で立ち入り,

補助参加人代表者に対し,了解を得ないまま本件通知書の説明を求め,

それに対して,同代表者は,補助参加人の就業時間中であることを理由

に後日に団体交渉を行うとして退去を要請しており,それには一応の

合理的な理由があると認められるにもかかわらず,それに従わず,単な

る交渉や説明を求めるに止まらず,結果的に多数で約７時間も滞留し,

引き戸を力づくで開けたり,机を叩くなど有形力を行使しながら,要求

するところの本件通知書の交付の不当労働行為性を認めた上での謝罪

や同書の即時廃棄を執拗に要求したのであって,原告の組合員らの上

記行為が団体交渉の態様として社会的相当性を逸脱していることは明

らかである。 

イ また,その結果,補助参加人代表者が行った本件通報についても,上記

状況に照らせば,原告の組合員らの上記行為が違法であると同代表者

が判断したとしてもそれには相当の根拠があったというべきであり,

本件通報の結果,警察官が臨場しても,同代表者が就業時間中であるに

もかかわらず,約７時間も業務にほとんど従事できない状況を強いら

れたことをも考慮すると,本件通報を行った午前９時１９分頃の時点

で,原告組合員らの要求をのまない限り,同人らが継続して事務所内に
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滞留する高度の蓋然性が認められたのであるから（当日現場にいた原

告の執行委員Ａ４（以下「Ａ４」という。）も,警察から退去命令が出

される蓋然性が生じたことによりようやく退去したことを自認してい

る。）,その解消のため,上記通報により警察官の臨場を求め,その説得

も借りて原告の組合員らの退去を求めようとしたことについても十分

な理由があるというべきであり,本件通報をもって,その必要性もない

のに行った過剰な対応と評価することはできない。 

ウ 以上述べたことを総合考慮すると,本件通報が原告に対する弱体化を

図ろうとした行為とまでは評価できず,労組法７条３号の不当労働行

為（支配介入）には当たらない。 

エ これに対し,原告は,原告の組合員らが補助参加人を訪れてから本件

通報までわずか３０分ほどしか経過していなかったとか,その来訪の

態様が平穏なものであったと主張するが,上記判示のとおり,いずれも

上記結論を左右するものではない。 

３ 争点⑶（本件通告が,正当な理由のない団体交渉拒否に当たるか）につい

て 

⑴ 認定事実 

  証拠によれば,平成２２年１１月１５日の京都協組会館における補助参

加人代表者と原告の組合員らとのやりとりについて,次の事実が認められ

る。 

ア 補助参加人代表者が,理事会が終了した午後３時３８分頃,エレベー

ターで４階から１階に降りたところ,原告らの組合員十数名が,同代表

者を取り囲み,団体交渉の開催日について,補助参加人が本件回答書で

回答した平成２２年１１月２９日の開催では遅い旨述べ,原告が提案

した同月１７日に団体交渉を開催するように求めた。これに対し,同

代表者が,団体交渉の日程は,一方的ではなく対等に決めて欲しい旨述

べるとともに,カメラで原告の組合員らを撮影し始め,これを阻止しよ

うとする同人らとの間で押し問答となった。 

イ 補助参加人代表者は,同会館の外へ出ようとしたが,原告らの組合員

らに阻まれ,出ることができなかった。原告の組合員らは,「逃げんな

や,ちょこちょこ。協組で場所借りたらええやん。Ｃ２さん（京都協

組の理事）,部屋貸して」と述べ,同代表者に対し,口々に,「逃げるな

や」,「（同代表者の『囲んで何をしてるんですか』との発言に対し）

お前が逃げようとするからやんけ」,「お前がちょろちょろするさか

い,動いてるんやんけ」,「会議室入れ。どこが威圧なん。あほなんち

ゃう」,「入れ,こら」,「（同代表者の『ちょっと,やめて下さい』と

の発言に対し）お前が押してるんやろ」,「じっとしとけ」,「われの

用事より,うちの組合員の方が大事なんじゃ。こら」,「紳士的に話し

してても馬鹿にするから,声を荒げるわけよ」,「１７日に向けての団

交やる段取りを別部屋で役員と話しなさいよ。僕ら見守っている。で
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ないと僕ら帰れへんよ」,「何時間でも明日の朝までもするよ」など

と述べた。 

ウ その後,補助参加人代表者が,トイレに行きたいと述べたが,原告の組

合員らは,「動いたらあかん」,「とりあえずカメラは消して帰り」,

「もらせ,もらせ」,「あかんあかん,トイレ行って,警察呼びよるから

な」,「お前帰れへんぞ。帰りたないんか」,「警察なんか守ってくれ

へんで」などと述べて,写真を消すように要求し,トイレに行くことを

許そうとしなかった。 

エ 午後４時２２分頃,補助参加人代表者が,隙を見て,１階のトイレに駆

け込んだところ,原告の組合員らが追いかけてきて,「はよトイレしい

な。せえへんやったらでていけ。カメラだけ消せ,言うとんねん」,「力

の押し合いでは勝てへんのやから」などと述べた。さらに,同代表者

が,２階のトイレまで掛け上がり,トイレ内の個室のドアを閉めようと

したが,追いかけてきた原告の組合員２名との間でドアの押し合いに

なった。その後,同代表者は,原告の組合員らに前後を狭まれて１階へ

降り,再び１階で原告の組合員らとの間で押し問答をして,午後４時４

０分頃,会館を出た。 

⑵ 事実認定の補足説明 

  認定事実のうち,原告の組合員らの発言は,全て補助参加人代表者によ

る現場録音に基づいており,本件証拠を検討してみても,特にその認定を

妨げるような証拠は見出せない。そして,上記の原告の組合員らの言動の

前後の事実についても,その発言内容に照らし,不自然なところは全くな

い。これに対し,原告は,認定事実に概ね沿う補助参加人の主張が事実に

反すると主張するものの,原告の組合員らの言動について,何ら具体的な

主張をせず,また,当日現場にいたＡ４も,陳述書において,刑事訴追を受

けるおそれがあるとして,当日の模様について詳細に述べることはしない

旨記載し,本件各救済申立てに係る府労委における審問や別件訴訟の証人

尋問においても,当日の模様について詳細な供述をしていない。 

  したがって,原告の上記主張を採用することはできない。 

⑶ 判断 

  団体交渉は,平和的かつ秩序ある態様で行われなければならず,社会通

念の許容する正当な権利行使の範囲を逸脱する場合には法律上又は憲法

上の権利として保護されないから,労働組合が,使用者側の者に対し,吊し

上げ,暴行,脅迫,監禁など社会的相当性を超える態様で団体交渉を迫った

場合には,使用者は,団体交渉を拒否することも許される（最高裁第一小

法廷昭和５４年１２月１９日決定・刑集３３巻７号９６６頁参照）。そし

て,そのような態様で交渉を行った労働組合が,その後に行われる団体交

渉の場においても,その態度を改めず,社会的相当性を超える態様で交渉

を行う蓋然性が高いと認められる場合には,使用者は,労働組合が過去の

団体行動や組合員の行動のあり方を陳謝し,社会的相当性を超える態様で
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交渉を行わないことを約束しない限り,団体交渉には応じないとの態度を

とることも許されると解するのが相当である。 

  これを本件についてみると,上記⑴の認定事実によれば,原告の組合員

らは,平成２２年１１月１５日,約１時間にわたり,多人数で補助参加人代

表者を取り囲み,乱暴な言動によって威圧しながら,団体交渉の早期開催

を要求し,容易に同代表者を解放しなかったものであり,このような要求

の態様は,社会的相当性を超えているといわなければならない。さらに,

原告の組合員らは,そのわずか３日前の同月１２日にも,前記２で認定・

判断したとおり,多人数で補助参加人の事務所に押しかけ,同代表者が退

去を求め,さらに警察が出動してきても,容易に退去せず,社会的相当性を

逸脱した行為を行っているものである。以上の原告の組合員らの一貫し

た行為態様をみると,原告の組合員らは,将来行われる団体交渉の場にお

いても,社会的相当性を超える態様で交渉を行う蓋然性が高いと認められ

るから,補助参加人は,原告が上記の行動を陳謝し,社会的相当性を超える

態様で交渉を行わないことを約束しない限り,団体交渉に応じないとの態

度をとることもやむを得ず,許されると解される。 

  よって,前提事実⑵オのとおり,補助参加人が原告の組合員らの行為を

理由として原告に対し行った本件通告は,労組法７条２号の不当労働行為

（正当な理由のない団体交渉拒否）には該当しないというべきである。 

４ 争点⑷（本件欠勤控除が,不利益取扱いに当たるか）について 

⑴ 認定事実 

  証拠及び弁論の全趣旨によれば,平成２２年１１月１２日のＡ１らの行

動について,次の事実が認められる。 

ア Ａ２は,午前８時４３分頃,補助参加人から本件通知書を交付される

と,直ちに原告へ報告し,午前８時５６分頃,補助参加人の事務所に到

着した原告の組合員らに対し,本件通知書に関する状況説明を行い,そ

の後は,少なくとも午前９時頃から午後２時頃までの間,断続的に,補

助参加人代表者に対し,原告の組合員らとともに同月１３日の取扱い

について発言を行った。そして,Ａ２が行うべき配車及び出荷業務は,

同人に代わって別の従業員（Ｃ３,Ｃ４）が行った。 

イ Ａ１は,午前１０時２７分頃,原告らの組合員の中にいたところ,補助

参加人代表者から,「業務大丈夫ですか。業務専念義務ありますよ」

と注意されたのに対し,「私昨日休んでませんので」と反論した。 

⑵ 事実認定の補足説明 

  Ａ２は,認定事実アによれば,平成２２年１１月１２日,自己の担当業務

を他の従業員に行わせて,補助参加人代表者に対し,自己の休日の取扱い

について発言していたものであり（これに反する同人の供述は採用でき

ない。）,相当程度の時間,職場を離脱していたことが認められる。一方,

Ａ１も,認定事実イによれば,同日午前１０時２７分頃,前日に休憩してい

ないことを理由に自己の行為を正当化しているが,これは,自ら職場を離
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脱していることを認めていることにほかならない。 

  これに対し,原告は,①補助参加人代表者は,Ａ１らに対し,職務専念義

務があると発言しているが,業務に戻るよう指示をしていない,②Ａ２の

発言は,第２土曜日の取扱いについての説明を求めるものである,③補助

参加人は,本件欠勤控除時には職場離脱の時間を５０分としていたのに,

府労委での審理ではその主張を変遷させているとして,職場離脱の事実を

争う。 

  しかしながら,上記①の点については,補助参加人代表者の上記発言は,

職場離脱について注意しているものであり,自己の職場に戻るように指示

するものであることは容易に認識し得るというべきである。 

  上記②の点については,勤務時間中,使用者又は上司に対し,自己の労働

条件に関する事柄について説明を求めることは,職務に支障の生じない限

り許されると考えられるが,Ａ２は,自己の職務を他の従業員に委ねて,

補助参加人代表者に対し,執拗に第２土曜日の取扱いについての説明を求

めており,職務に支障が生じていることは明らかである。したがって,上

記②の主張は,職場離脱を正当化する理由にはならない。 

  上記③の点については,Ａ２とＡ１の職場離脱の時間があいまいである

ことを指摘するものである。確かに,前提事実⑵クのとおり,原告が指摘

するように,上記時間について,補助参加人は,平成２２年１１月２９日の

時点で,Ａ１らに対し,少なくとも５０分を超えることを確認したと通知

していたにもかかわらず,本件各救済申立てにおいては,録音・録画より,

Ａ１は６８分以上,Ａ２は１０３分以上確認できたと主張するなど変遷し

ており,本件全証拠を検討してみても,平成２２年１１月１２日における

Ａ１らの職場離脱の正確な時間は必ずしも明らかではないが,前記２で認

定した事実経過に照らせば,同日において,Ａ１らは相当程度の時間,職場

離脱したことが推認できる。 

  よって,原告の上記①ないし③の主張は,いずれも採用できない。 

⑶ 判断 

  上記⑵の判示のとおり,Ａ１らは,平成２２年１１月１２日,勤務時間中

に相当程度の時間,職場を離脱していたものであるが,本件全証拠を検討

してみても,補助参加人と従業員との間において,労務不提供にもかかわ

らず賃金を支給する旨の合意があることはうかがわれないから,補助参加

人は,Ａ１らに対し,労働基準法施行規則１９条に定める方法によって計

算した金額の範囲内で欠勤控除を行うことができる。 

  ただ,Ａ１らの職場離脱の時間を正確に把握できない以上,Ａ２につい

て２２７３円,Ａ１について２４８４円という本件欠勤控除の各金額が正

当に控除できるかどうかは必ずしも明らかではないものの,その金額に鑑

みると,少なくとも上記方法によって計算した金額を大幅に超えるもので

ないことは確かである。 

  そうすると,本件欠勤控除は,Ａ１らの職場離脱によるものであって,



- 22 - 

同人らが組合員であることを理由とするものではないから,その額が必ず

しも正確なものではないとしても,労組法７条１号（不利益取扱い）であ

るとまでいうことはできない。 

５ 争点⑸（補助参加人がベスト・ライナーに生コン輸送を発注しない行為

が,不利益取扱いや支配介入に当たるか）について 

⑴ 認定事実 

  証拠及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。 

ア 補助参加人は,大型ミキサー車１台を保有し,小型ミキサー車を用い

るときは,傭車を発注し,その際,生コンを打設する物件（現場）,日時,

場所,注意事項,工程等について,京都協組から受けた指示を傭車運転

手に伝達していた。補助参加人は,平成２０年４月以前,生コンの輸送

業務をベスト・スタッフに発注することがあり,その際,同社の下請と

してベスト・ライナーが輸送を行うことがあったが,補助参加人とベ

スト・ライナーが直接取引をすることはなかった。そして,ベスト・

スタッフが活動停止状態となった同年５月以降,補助参加人は,専ら集

栄に傭車を発注していた。 

イ Ａ２は,原告に加入する前から,補助参加人代表者やＢ１に対し,京都

協組の出荷担当者会議で,小型ミキサー車についてはベスト・ライナ

ーに優先して発注するように言われており,これに従わないとペナル

ティがある旨を述べていた。補助参加人は,平成２２年１１月中旬頃,

Ａ２を小型ミキサー車の配車係から外した。 

⑵ 判断 

  一般に使用者とは労働契約上の雇用主をいうものであるが,労組法７条

が団結権の侵害に当たる一定の行為を不当労働行為として排除,是正して

正常な労使関係を回復することを目的としていることにかんがみると,

雇用主以外の事業主であっても,雇用主から労働者の派遣を受けて自已の

業務に従事させ,その労働者の基本的な労働条件等について,雇用主と部

分的とはいえ同視できる程度に現実的かつ具体的に支配,決定することが

できる地位にある場合には,その限りにおいて,その事業主は同条の「使

用者」に当たるものと解するのが相当である（最高裁第三小法延平成７

年２月２８日判決・民集４９巻２号５５９号参照）。 

  これを本件についてみると,認定事実アによれば,補助参加人とベスト・

ライナーの関係は,平成２０年５月までは,元請会社と孫請会社の関係に

あり,ベスト・ライナーの傭車運転手は,補助参加人のプラントで生コン

を積み込む際,補助参加人の従業員から,その作業の日時,場所,内容の詳

細を指示されていたものであるが,これらの指示は,生コン輸送を他の業

者に行わせるにあたり,注文者として行う請負契約に基づく最低限必要な

指図にすぎない。そして,孫請会社における労働者の労働条件が上記請負

契約の内容に伴い自ずと決定されることはやむを得ないものであり,これ

をもって,ベスト・ライナーの運転手の基本的な労働条件等について,雇
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用主と部分的とはいえ同視できる程度に現実的かつ具体的に支配,決定す

ることができる地位にあったとまではいえない。 

  この点,原告は,ベスト・ライナーは補助参加人の指示に従い,原告の組

合員を外して配車せざるを得なかったと主張し,Ａ１らや原告の組合員は

それに沿う供述をするとともに,その裏付けとして作業日誌等を提出して

いる。しかし,補助参加人代表者はそれを否定しているし,仮に運転手の

指定について補助参加人が影響力を行使することができたとしても,生コ

ン輸送業務の遂行全般について補助参加人の指揮命令が及んでいたと評

価することはできないから,これをもって,ベスト・ライナーの運転手の

基本的な労働条件等について,雇用主と部分的とはいえ同視できる程度に

現実的かつ具体的に支配,決定することができる地位にあったとまではい

えない。 

  また,原告は,事実上,ベスト・ライナーの顧客が京都協組の加盟各社に

限られており,京都協組も,小型ミキサー車の傭車についてはベスト・ラ

イナーに優先して発注するように申し合わせていた旨主張するが,仮にそ

うであったとしても,補助参加人が,ベスト・ライナーに対し,注文者とな

るべき立場にあり,事実上その営業収入に多少なりとも影響を与え得る地

位にあったことを述べているにすぎず,これをもって,補助参加人が,ベス

ト・ライナーの従業員の基本的な労働条件等について,雇用主と部分的と

はいえ同視できる程度に現実的かつ具体的に支配,決定することができる

地位にあったとまではいえず,他にこれを基礎付ける事実の主張はない。 

  よって,補助参加人は,ベスト・ライナーに雇用されている運転手との

関係で,労組法７条にいう使用者には当たらないから,その余の点につい

て検討するまでもなく,補助参加人がベスト・ライナーに生コン輸送を発

注しない行為は,不当労働行為には当たらないといえる。 

６ 争点⑹（本件解雇が不利益取扱いに当たるか）について 

⑴ 本件解屋は,経営上の理由から,補助参加人の全従業員５名に対してな

された整理解雇であり,解雇権の濫用となるか否かを判断するにあたって

は,①人員削減の必要性,②解雇回避措置の可能性及び③手続の相当性の

３要素を考慮するのが相当である（なお,本件解雇は,従業員全員を解雇

したものであるから,人選の合理性は問題とならない。）。以下,本件につ

いて検討する。 

⑵ 人員削減の必要性 

ア 認定事実 

  証拠及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。 

(ア) 補助参加人は,平成２０年以前から,事業活動によって欠損金が生

じるようになり,欠損金の繰越控除制度を用いて税務申告せざるを

得ない状況となっていた。具体的には,平成２１年度（平成２０年

４月１日から平成２１年３月３１日まで）には４３２５万１７７９

円の欠損金が生じて４１６５万９８４９円の欠損金を翌年度以降に
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繰り越し,平成２２年度（平成２１年４月１日から平成２２年３月

３１日まで）には１９３２万８４３６円の欠損金を生じて６０９８

万８２８５円の欠損金を翌年度以降に繰り越し,平成２３年度（平

成２２年４月１日から平成２３年３月３１日まで）には３７９万７

１３７円の欠損金を生じて６４７８万５４２２円の欠損金を翌年度

以降に繰り越した。このような中で,補助参加人は,平成２２年には

１億７９３７万円の借入金債務や約９７００万円の買掛金債務を負

担するに至った。 

(イ ) 補助参加人は,京都協組から本件出荷停止措置が解除されること

に備えて,平成２３年３月９日,コンクリート技士資格を有するＣ５

及びＣ６との間で,「京都協組の割決解除による業務再開があり次

第,速やかに労働契約を締結すること」を合意し,同月１０日,株式

会社ウイングス（以下「ウイングス」という。）との間で,生コンの

試験管理者等に関する業務委託契約を締結し,コンクリート技士２

名を確保した。 

  さらに,補助参加人は,同年７月２９日,コンクリート主任技士の

資格を有するＣ７と,同年８月１０日,Ｃ６と労働契約を締結すると

ともに,同月１日,集栄との間で,同社の従業員Ｃ８の出向を受ける

契約を締結した。 

イ 判断 

(ア) 前提事実⑵キ及び認定事実(ア)のとおり,補助参加人は,①平成２１

年度以降,毎年多額の欠損を生じながら営業を続け,多額の債務を抱

えていたこと,②平成２２年１１月２５日,京都協組が生コンの出荷

割当てを停止したことにより,操業停止に追い込まれたこと,③同出

荷停止が無期限の停止であったため,操業再開の目処が立たず,倒産

に至る可能性がある高度な経営危機に瀕したことから,休業に入っ

て２週間しか経過していない同年１２月１３日の時点において,従

業員全員を解雇する必要性があったと認められる。 

  なお,認定事実(イ)のとおり,補助参加人は,平成２３年３月,コンク

リート技士資格を有する者との間で労働契約締結の予約を行い,ま

た,ウイングスとの間で業務委託契約を締結して,コンクリート技士

２名を確保した後,同年７月２９日,Ｃ７と,同年８月１０日,Ｃ６と

労働契約を締結し,同月１日,集栄との間で,出向を受ける契約を締

結している。補助参加人のこれらの行為は,京都協組が上記措置の

理由として本件解雇により従業員がいないと主張していたことをも

踏まえて,本件出荷停止措置の解除に備えたものと認められるとこ

ろ,その当時,補助参加人と京都協組は,本件仮処分事件や本件損害

賠償請求事件において厳しく対立し,本件出荷停止措置が解除され

る具体的な見込みがあったわけではなかったことに照らせば,本件

解雇の時点で人員削減の必要性があったことを左右するものではな
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い。 

(イ) この点,原告は,補助参加人が,京都協組の要請に応じて,ベスト・

ライナーとの間で運送契約を締結することにより,京都協組からの

出荷割当て再開の可能性を探るか,又は,京都協組を脱退して独自に

営業することにより,本件解雇を避けることができた旨主張する。 

  しかしながら,補助参加人がどの運送業者と契約を締結するかは,

補助参加人の経営判断事項に属し,補助参加人には広い裁量が認め

られる上,京都協組の要請の法的拘束力やベスト・ライナーとの取

引の条件が必ずしも明らかではないことから,ベスト・ライナーと

取引しないという補助参加人の経営判断が直ちに不合理であるとは

いえない。また,補助参加人が,京都協組を脱退して独自に企業活動

を開始しても,受注の見込みを予想することは困難であったといえ

るから,本件出荷停止措置後,速やかに京都協組を脱退して独自に営

業をしなかったことが,不合理な経営判断であったともいえない。

したがって,原告の上記主張は,その前提を欠くというべきである。 

(ウ) また,原告は,Ａ１がＪＩＳマーク及び㊜マークで必要とされる品

質管理者であること,Ａ２が㊜マークで必要とされる品質管理者の

代理者であることから,補助参加人が生コン製造業者として存続す

るためには,Ａ１らを解雇してはならなかった旨主張する。 

  しかしながら,補助参加人は,本件解雇当時,操業再開の目処が立

たず,高度な経営危機に瀕していたことに照らせば,そもそも,操業

停止が続く中で休業手当を支給し続けること自体が困難であったも

のであるから,たとえＪＩＳマークや㊜マークの継続使用のために

Ａ１らが必要であったとしても,本件解雇はやむを得なかったとい

える。 

(エ ) さらに,原告は,本件解雇後,操業再開の前に解雇された従業員に

求人の機会を与えていないことを根拠に,本件解雇は原告組合員を

排除するのが目的でそれを隠蔽するために従業員全員を解展したと

も主張しているが,前述のとおり本件解雇はやむを得ないものであ

った上,前提事実⑵シのとおり,補助参加人は,従前よりも賃金額が

相当低下した内容で,採用人数２名という限定付きながらも上記機

会を与えているにもかかわらず,Ａ１らはそれに応じていないこと

に照らせば,上記主張を直ちに採用することはできない。 

⑶ 解雇回避措置の可能性 

  原告は,補助参加人が,当面操業が再開されないとしても,希望退職を募

り,賃金を減額し,可能な範囲で雇用調整助成金を利用するなどの手段を

用いれば,Ａ１らの雇用を継続することは可能であったと主張する。 

  しかしながら,前記⑵の認定事実(ア)のとおり,補助参加人は,本件解雇

の時点において,操業再開の目処が立たず,倒産に至る可能性がある高度

な経営危機に瀕していたものであるから,希望退職を募り,Ａ１ら以外の
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者がこれに応じたとしても,Ａ１らに休業手当を支払い続けることは困難

であったといえる。また,雇用助成金の制度は,景気変動や産業構造の変

化などの経済的な理由によって事業活動を縮小せざるを得ない中小企業

を対象としており,京都協組が行った出荷停止のような事由による全面的

な事業活動の停止がその対象となるかどうかは明らかではなく,仮に同制

度を利用することができたとしても,休業手当相当額全額の助成が受けら

れるわけではないことからすると,同制度により解雇の回避の可能性があ

ったとまではいえない。 

  よって,補助参加人は,本件解雇の時点において,解雇回避措置の可能性

はなかったといえる。 

⑷ 手続の相当性について 

  原告は,補助参加人が,Ａ１らや原告に対し,事前に本件解屋の説明や協

議をしなかったことから,本件解雇は,手続の相当性を欠き無効であると

主張しており,確かに,弁論の全趣旨によれば,原告主張の事実が認められ

る。 

  しかしながら,前提事実⑵オ及び前記３の認定事実のとおり,原告は,

平成２２年１１月１５日,補助参加人代表者を,多人数の組合員で取り囲

み,乱暴な言動によって威圧しながら,団体交渉の早期開催を要求し,容易

に同代表者を解放しなかった上,本件解雇当時,同代表者から,上記行動に

ついて陳謝するように求められていたにもかかわらず,これを拒否してい

る状況にあったことから,補助参加人が,Ａ１ら及び原告に対し,事前に本

件解雇の説明や協議をすることは事実上困難であったと認められる。し

たがって,本件解雇の手続が,信義則に反し相当性を欠くとまではいえな

い。 

  よって,原告の上記主張を採用することはできない。 

⑸ 小括 

  以上のとおり,本件解雇は,解雇権の濫用に当たるものではなく,本件解

展がＡ１らが組合員であることを理由としてなされたものと認めること

はできない。 

  したがって,本件解雇は,労組法７条１号の不当労働行為（不利益取扱

い）に当たらない。 

第４ 結論 

   以上によれば,原告の請求は理由がないからこれを棄却することとして,

主文のとおり判決する。 

      大阪地方裁判所第５民事部 

 


